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みんなが主役！のユニバーサルスポーツ体験交流会

ふくし：わたらい

ボッチャ優勝チームの

皆さん
音楽の時間を楽しまれる

参加者の皆さん

６月は各企業様、７月は各ご家庭に・・・

社協の財源は、補助金や

委託金による公的補助と皆
様からの会費や共同募金配

分金、寄付金等の自主財源
で成り立っています。その

他、介護保険サービスや障

害者総合支援法による障害
者福祉サービス等の収入が

あります。
『住み慣れた地域で誰も

が安心して暮らせるまちづ

くり』を目指し、民間団体
の立場から様々な社会福祉

活動を推進していくのが社

協の役割です。
それぞれの地域の実情に

応じた自主的な計画の推進
のためには、自主財源がと

ても大切になります。

社協会費収入は、民間組

織の社協や地域福祉活動を、

住民の皆様に理解していた
だき、参画していただくと

いう意味もあり、住民主体

の性格を裏付ける貴重な財
源です。

地域福祉の原動力であり、
社協を支える社協会員の増

強にご協力をお願いします。

に
ご理解 ご協力 お願いします

と を
社協会費

無料法律相談のお知らせ
法律に関する心配ごと、悩みを抱えている方の相談を行いますので、お気

軽にご相談ください。

8月 １9日（水） 午後１時３０分～３時３０分

度会町地域福祉センター
弁護士 北岡雅之 氏

※予約が必要です。ご予約は度会町社協まで！

場 所
相談員
日 時

地域がつながる“ほっ”とタイム

～中村潤さんを迎えて、心あたたまる音楽の時間～
５月１９日（火）、麻加

江生活改善センターにて『

ふくしほっとカフェ』を開

催し、２７名の方にご参加

いただきました。この事業

は、地域の皆さんが気軽に

集い、参加者同士でお話を

したり、ものづくりを楽し

んだりしながら、“ほっ”

とできる時間を過ごしてい

ただくことを目的に、各旧

小学校区で開催しています。

今回は、度会町在住のシ

ンガーソングライター・中

村潤様をお招きし、電子ピ

アノの演奏と歌によるコン

サートを行いました。中村

様の澄んだ歌声と心に響く

歌詞に、参加者の皆さんも

癒しのひとときを過ごされ

たようでした。自作曲のほ

か、『カントリーロード』

『いのちの理由』などの懐

かしいメロディも披露して

いただきました。また、季

節の童謡『茶摘み』『池の

鯉』では、参加者全員で合

唱や体操を行い、会場が一

体となって音楽を奏でまし

た。

さらに今回は、中川地区

の自然豊かな名所などを撮

影した写真を音楽に合わせ

て上映する『音楽とフォト

グラフのコラボレーション』

も実現し、より一層すてき

な時間となりました。

会場内には、職員による

『ちょっとしたお困りごと

相談コーナー』も設け、参

加者の皆さんにゆったりと

“ほっ”とできる時間を過

ごしていただきました。

その後は、松阪市の『お

菓子工房M』様による訪問

販売が行われ、クッキーや

チーズケーキなど手作りの

お菓子のお買い物も楽しん

でいただきました。

今年度は、残り３地区（

内城田地区・小川郷地区・

一之瀬地区）での開催を予

定しています。どうぞお気

軽にご参加ください。

５月１７日（日）、度会

町民体育館にて『ユニバー

サルスポーツ体験交流会』

が開催され、３６名の方に

ご参加いただきました。こ

の事業は、ユニバーサルス

ポーツをきっかけに参加者

の皆さんが楽しく交流し、

誰もが参加しやすい社会づ

くりにつながることを願っ

て実施しています。

今回は、ボッチャ、ピッ

クルボール、卓球バレー、

バッゴー、ボーリング、ス

リッパとばしなど、さまざ

まなスポーツやレクリエー

ションを体験していただき

ました。

スクエアボッチャのチー

ム戦には８チームが参加し、

『頂上決戦』や『ブービー

賞決戦』などの試合で大い

に盛り上がり、笑顔と歓声

があふれる楽しい時間とな

りました。

参加者からは、「ボラン

ティアさんたちがとても優

しく、楽しい時間を過ごす

ことができました。また参

加したいです」「ピックル

ボールを初めて体験しまし

た。思ったよりラケットに

ボールが上手に当たって嬉

しかったです。ほかの新し

いスポーツにも挑戦してみ

たいです」といった感想が

寄せられました。

今年度は、１０月に第２

回目の開催を予定していま

す。皆さんのご参加をお待

ちしています。

ボーリングを楽しむ様子

参加者全員で記念撮影



　 

  

　 

 　  

 　 　

 　 　

　

　

２１日 食事サービス

チャボラ①

２２日 夏まつり（れんげ草）

２３日 夏まつり（れんげ草）

３日 食事サービス ２４日 食事サービス

６日 民生児童委員協議会視察研修 ２７日 ミライまなび食堂

７日 食事サービス ２８日 食事サービス

１０日 食事サービス 夏まつり（老人デイサービス）

１４日 食事サービス チャボラ②

１６日 民生児童委員協議会定例会 ２９日 夏まつり（老人デイサービス）

１７日 食事サービス ３０日 ココボラ①

福祉推進員研修 ３１日 食事サービス14

度会町指定特定相談支援事業所では、障がいのある方が福祉サービスを利用する際

に必要なサービス等の利用計画を作成したり、そのサービス等利用計画が適切かどう

かの見直しを図るためのモニタリングを行います。ご本人様の生活の希望や意向を確

認しながら、ご本人様中心の計画作成を心掛けております。また、障がい福祉サービ

スの内容をお伝えし、希望される事業所への見学同行もさせていただいております。

一緒に伴走しながら充実した毎日になりますよう、お手伝いできたら幸いです。

障がい福祉サービスについて知りたい方や利用を希望される方など、お気軽にお問

い合わせ下さい。

障がい者手帳をお持ちの方。ぜひ一緒に度会町身体障害者睦会で活動しませんか？

会員相互の親睦会や県障害者団体連合会および度会郡身体障害者福祉会で開かれる

各種スポーツ大会、教室、カラオケの集いなどに参加できます。お気軽にお問い合

わせください。

＜連絡先＞ 度会町指定特定相談支援事業所（度会町社会福祉協議会内）

担当：鵜飼 電話：６３－０１５１ FAX:６２－１７３８

５月１４日に度会町介護

者の会の総会とリフレッシ

ュ事業が行われ、９名の会

員が参加されました。総会

終了後はリフレッシュ事業

としてドライフラワーアレ

ンジメントを行いました。

花をどう配置しようか迷い

ながらも自分のセンスを信

じて作った作品が出来上が

り、「素敵！」「これは才

～度会町介護者の会～
「総会とフラワーアレンジメントでリフレッシュ」

生活にお困りの方へ お気軽に御相談ください！

相談無料
グランドゴルフの様子ボーリングの様子

度会町身体障害者睦会

＊会員募集＊

当会では、会員募集中で

す！ご家族の介護をされて

みえる方でご興味のある方

はお気軽にお問合せ下さい。

（担当：倉野）

ひきこもりに関する相談窓口のご案内
度会町社会福祉協議会では、ひきこもりに関するご相談を受け付けています。

ひきこもりの状態は人によってさまざまです。ちょっとした買い物などには出かけられる方もいれば、家族以外との関わりが少

なく、必要な時以外ほとんど自宅や自室で過ごしている方もいます。

「これからのことが心配」「どこに相談すればよいかわからない」「家族としてどう関わればよいかわからない」など、ご本人や

ご家族が感じている不安や思いを、ゆっくりお聞きします。

ご本人の気持ちや生活のペースを大切にし、今できることを一緒に考えていきます。

ご本人からでも、ご家族からでもお問い合わせいただけます。

まずは電話またはメールでご連絡ください。

ご本人やご家族だけで抱え込まず、社会福祉協議会までお声がけください。

【相談窓口・お問い合わせ】 担当：倉野 電話：０５９６－６２－１１１７
メール：w-shakyo＠amigo2.ne.jp 受付時間：平日 午前８時３０分～午後５時１５分
※メールの返信は、受付時間内に行います。

秘密厳守

能ありやな！」等、笑いが

絶えない温かな時間を過ご

されました。

その後は、伊勢市の寿司

吟でのランチタイム！日頃

から感じている悩みを話し

合ったり、昔の話をしたり、

おいしいものを食べながら

たくさん笑いました！心も

体もリフレッシュできた１

日となりました。

完
成
品
を
手
に

み
な
さ
ん
で

記
念
撮
影

～ひとりで悩まず、ご相談ください～

生活困窮者自立支援制度 ～相談は無料です～

生活にお困りの方を対象に、相談員が状況をお聞きし一人ひとりに合った支援を一緒に考える制度です。必要に応じて、各種制度や

サービスの利用、就労に向けた支援、家計の見直しなどにつなげます。

ご本人からの相談だけでなく、ご家族や身近な方からの相談もできます。「どこに相談してよいか分からない」という段階でも大丈夫です。

≪こんなことで困っていませんか≫

○生活費や食費、家賃などに不安がある ○借金があって生活が苦しい ○働きたいけどなかなか仕事が見つからない

○お金のやりくりに困っている ○どこに相談していいのか分からない

相談内容の秘密は守られます。早めのご相談が、生活を立て直すきっかけになります。

生活困窮者支援緊急食糧提供事業
緊急的・一時的に食糧支援が必要な世帯に対し、状況に応じて食料を提供する事業です。

食料提供だけでなく、その後の生活を立て直すため、相談支援や必要な制度へのつなぎも行います。

＜主な要件＞

○度会町内にお住まいの方 ○緊急的・一時的な支援が必要な方 ○本事業による食料提供を３回以上受けていない方

○生活保護を受給していない方（申請中を含む） 【相談窓口・お問い合わせ】

※ご利用の可否は、世帯の状況を確認したうえで判断いたします。詳しくはご相談ください。 担当：倉野 電話：６２－１１１７

失業、収入の減少、借金、家計のやりくり、仕事のことなど、生活上の困りごとは一人で抱え込まずご相談ください。


